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役場からのお知らせ
town office information

役場からのお知らせ
town office information

【届出の内容等】
管轄 区　分 内　　　容 申請・届出日 添付書類

町

火　入　れ
①次のいずれかの目的に該当すること
　開墾準備、地ごしらえ、害虫駆除、焼畑など
②周囲に延焼の恐れがないこと

　町　：５日前まで　　
消防署：事前に必ず連絡

①位置図
②土地所有者の承諾書

森 林 伐 採
山林の木を伐採（間伐含む）

９０日～３０日前まで
※届出者と森林所有者の
　承諾・押印が必要です。

位置図、登記簿謄本、立木売買契
約書など

伐採後の造林および天然更新
　伐採を完了した日から
　３０日以内

写真（現地・更新状況）など

林 地 開 発
（小規模）

土砂の採掘や林地以外への転用造成などを目的と
した１㌶以下の森林開発
※伐採を伴う場合は伐採届も必要

９０日～３０日前まで
※届出者と森林所有者の
　承諾・押印が必要です。

①位置図　②現況写真
③開発面積の算出根拠となる図面
④事業計画書・図面

問 合 せ
農林課　林政係　　　  　　　　　電話 0241-62-6220　舘岩総合支所 振興課 農林建設係　電話 0241-78-3340
伊南総合支所 振興課 農林建設係　電話 0241-76-7716　南郷総合支所 振興課 農林建設係　電話 0241-72-2113

県

保安林伐採
皆伐、間伐、択伐（抜き切り）、害虫駆除、作業
道設置、建物への被害防止などを目的とする伐採

内容別に指定 同左

林 地 開 発
（大規模）

土砂の採掘や林地以外への転用造成などを目的と
した１㌶を超える森林開発
※伐採を伴う場合は伐採届も必要

１か月以上前に事前相談 相談時に確認

問 合 せ 南会津農林事務所 森林林業部　　 電話 0241-62-5373
※各種申請書・届出書は、問い合わせ先に備えてあります。

「火入れ」「森林の伐採」は届出が必要です
　雪解けは、春の訪れとともに農林業の始まりを迎える合図ですが、害虫駆除に有
効な「火入れ」や山の手入れのために木々を「伐採」するときは届出が必要です。
　内容や規模により町と県で手続きが分かれるとともに、届出をせずにこれらの行
為をすると、森林法に基づく罰則が課せられることがあります。
※ 伐採届出制度の運用改善で、無断伐採への対策が強化されましたので十分ご注意

ください。

森林経営管理制度のご案内
～林業の成長産業化の実現と森林資源の適正管理を両立するために～

　平成３１年４月１日に施行された森林経営管理法は、森林所有者が森林の経営や適正な管理を行う責務
を定めるとともに、これらが行き届いていない森林を市町村に預ける仕組みづくりをすることで、森林資
源の適切な管理と林業活性化につなげるための制度です。

経営管理が行われていない森林について町が仲介役となり、森林所有者と担い手を繋ぐシステムを構築します。

町

【仕組み①】
森林所有者に適切な森林管理を促すた
め、森林管理の責務を明確化

【仕組み②】
森林所有者自らが森林管理を実行でき
ない場合は、市町村が森林管理の委託
を受けて、意欲と能力のある林業経営
者に再委託

【仕組み③】
再委託できない森林や再委託に至るま
での間の森林は、市町村が管理

【対象森林】
私有林人工林（スギ、カラマツなど）


